
　通級による指導は特別支援学校学習指導要領に示される自立活動の内容を参考にして行います。その

ため、通常の学級の授業の遅れを取り戻したり、予習･復習の目的で各教科の学習を取り扱ったりする

ことは本来の目的ではありません。

　通級による指導では、自分の特性を知り、その特性とうまく付き合っていくための学
習をしています。個々の特性に合わせて、自立活動６区分27項目の中から指導内容を選
んでいます。読み書きなどの指導もそうですが、自分の体をイメージしたり器用に動か
したりする力、見る力や聞く力、コミュニケーション力など、学習の基盤となる力を培
うことで、学習に向かう意欲の高まりが見られるようになります。

　個別の教育支援計画とは、教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連携･協力を図り、障害のある児童生徒
の生涯にわたる継続的な支援体制を整え、それぞれの年代における児童生徒の望ましい成長を促すため、教育
機関が中心となって作成するものです。
　個別の指導計画とは、個々の児童生徒の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるものです。
個別の指導計画は教育課程を具体化し、障害のある児童生徒に一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を
明確にして、きめ細やかに指導するために作成するものです。

　個別の教育支援計画を保護者と共に作成する際に
は、本人や保護者の願いを理解することが大切です。
“order”でなく“needs”を引き出すために、その子
の発達過程の見通しを伝えることが必要だと考えま
す。今できることをそれぞれの立場で考え、その願
いを実現できるようスモールステップでの取組を心
がけていきましょう。また、個別の指導計画には本
人や保護者だけでなく通常の学級担任の願いも反映
させて、通常の学級での適応力を向上させていきた
いものです。



　子どもにとって“困っていることを相談
できて、自分に合った方法を一緒に考えてく
れる。そして、それを学級でできるように応
援してくれる”存在でありたいと思い、日々
よりよい指導･支援を目指して奮闘していま
す。「通級の先生」は、うまくいかないこと
があって困っている子どもたちや保護者に
とって、無くてはならない存在です。また、
通常の学級担任や特別支援教育コーディネー
ターの先生方にとっては、気になる子どもに
ついて気軽に相談できる存在でなければなり
ません。通級を必要とする子どもだけでな
く、特別な支援を必要とする子どもも見逃さ
ず、適切な支援につなげていくことも通級担
当教員の大切な役割です。

　校内における教育支援体制の状況把握に努めましょう。共に通常の学級担任をサポートする立場にあ

るので、常に気軽に相談し、協力し合う関係を作っておくことが大切です。その際、学校内の支援等を

効果的に行うため、特別支援教育コーディネーターとの役割分担を明確にします。 

　また、他校通級や巡回指導において、他校の児童生徒を指導している場合は、その学校の特別支援教育

コーディネーターとの連携を図ったり校内委員会に協力したりすることも望まれます。
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（担任の先生や友だちに伝えてほしいこと）
（頑張っていること）等
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　児童生徒に対して通級による指導を始めるときには、その必要性を校内委員会等で検討するとと

もに専門家チームや巡回相談を利用することも考えられます。また、個別の教育支援計画･個別の

指導計画を基に指導することになるので、アセスメントやケース会議のときには関係機関との連携

が必要になってきます。通級の種別、対象児童生徒の特性や状態によっても連携する機関は変わっ

てきますが、市町村の教育委員会や教育(支援)センター、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーなどの他、医療との連携も考えられます。

　通級の一年間の流れをみてみましょう。４月には、教
育課程や通級による指導の報告書を市町村の教育委員会
に提出します。また、保護者への一斉説明会、担任連絡
会も行います。５月から７月にかけて開かれる教育支援
委員会（就学指導委員会）では通級による指導の報告を
行います。担任連絡会は夏休みに行うこともあります。
通級の保護者会を組織しているところでは、夏休みに日
帰りキャンプを行ったり、通級担当教員と連携して宿題
の支援を行ったりするところもあります。
　２学期になると、次年度の通級指導の計画書を市町村
の教育委員会に提出します。二期制のところは、前期同
様、後期の手続きを行うことになります。
　３学期には、市町村の教育委員会へ今年度の通級指導
実施報告書の提出、指導要録の記載について通常の学級
担任に連絡します。保護者との情報交換、情報共有の方
法として、他校通級の場合は、指導日を利用して面談を
行います。自校通級では保護者が引率しないため、年に
３回程度の面談日を設けるか、連絡帳を活用することが
有効でしょう。

（学童保育　放課後等デイサービス　など）

（１） 市町村の教育委員会が対象とする児童生徒の実態調査を

行う(県教育委員会と十分な連携を図る)

（２） 開設に当たっての必要性や将来性について検討する

（３） 市町村の教育委員会としての意思決定を行い、開設の諸準備を

進める(就学相談及び指導内容に関して、施設･設備に関して、開設

する学校の受け入れ準備に関して、初年度予算に関して等）

（４） 開設までの諸準備を行う（必要な予算計上、対象とする児童生徒の実態把握の継続及び保護者との連携）

市町村の教育委員会･校長先生と共に、
“通級指導教室推進プラン”として３か年
計画を立てました。学校の先生や特別支援
教育コーディネーターへの啓発のための研
修も段階を追って進めたことで、正しい理
解につながったように思います。教室運営
も長期目標と短期目標がはっきりしていた
ことで課題修正が明確になりました。
その後も、市町村の教育委員会の指導主事
の先生方やスクールカウンセラーの先生方
との連携会議も企画してもらうことができ
ました。一人で悩まず、定期的に相談でき
る場があることで、安心して取組を進める
ことができました。

　新たに通級による指導が実施される場合、より効果的な指導を行うためには、以下の点に配慮す

る必要があります。

(1) 校内の共通理解･教育支援体制づくり

　通級による指導の概略とその役割、教育課程の位置付け、学校全体での教育支援体制や教育相談

システムの構築など、全教職員が共通理解をすることが不可欠です。

(2) 教室の場所

　教室は、過敏さがある、人目を気にするなどの児童生徒に配慮し、落ち着いて学習に取り組める

場所に設定する必要があります。また保護者が送迎する場合も考えて、出入り口の位置の工夫や特

別の出入り口を設けることも大切です。

(3) 担当者の職務等に関すること

　個人情報の取扱等への留意、通級担当教員の校務分掌や会議･行事の参加への配慮が必要となり

ます。
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